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募集中! !募集中! !

役場の窓辺から  ya kuba  no  m adob e ka ra

いつでも チャ ージ　 1,0 0 0 円単位から O K ！

いつでも チャ ージ　 金額の５ ％分を サービ ス！

誕生日の10 ％割引！

特典❶ 

特典❷ 

特典❸ 

◆ 魚勇プリ ペイド カ ード

プリペイド カード 会員様
募集中！

総合食料品店

魚 勇
お弁当、オード ブル、寿司、刺身、

BBQ用精肉等 ご注文承り ます。

【 お友達ポイント 実施中! ! 】

皆さ まのご 近所に ｢移動手段がなく て当店にご来店でき ない」 など…お買い物にお困り の

方がいらっし ゃいまし たら 、ぜひご一緒にお連れいただければ助かり ます。

その際、引率者の方へ茶娘ちゃんカ ード のお買い物ポイ ント を５ 倍進呈さ せていただき ます。

3市1町●市民後見人 養成講座 事前説明会

【 申込み・ 問合せ】

社会福祉法人 川根本町社会福祉協議会

〒4 2 8 -0 4 1 5 榛原郡川根本町上岸9 0 (川根本町福祉センタ ー内)

☎0 5 4 7 -5 9 -2 3 1 5 　 FAX 0 5 4 7 -5 9 -4 1 3 9

Em a il： kaw aho n-shakyo 1 @ kh-syakyo .j p

●受付時間●

午前８時3 0 分～午後５時1 5 分

（ 土日・ 祝祭日は除く ）

　 近年、成年後見制度の需要がますます高まっているなかで、同じ 住民の立場で寄り 添い、きめ細かい支援を行

う こと ができる“市民後見人”が、新たな福祉の担い手として活動すること が期待さ れています。焼津市・ 藤枝市・

島田市・ 川根本町では、住民が後見人に必要な知識や姿勢を学ぶ場として市民後見人養成講座を実施するに

あたり 下記のと おり 事前説明会を開催します。

焼津市・ 藤枝市・ 島田市・ 川根本町

第７ 期

日時・ 会場 ① 5 月２０日㈯ 午前10時～

 　  焼津市総合福祉会館 ３ 階大会議室

 　  （ 焼津市大覚寺三丁目２－２ ）

 ② 5 月2５日㈭ 午前10時～

 　  島田市社会福祉協議会 ３ 階 多目的室

 　  （ 島田市大津通２ 番の１ ）

対　 　 　 象 ・ 焼津市、藤枝市、島田市、川根本町の住民（ おおむね30～70歳）

 ・ 市民後見人の活動に関心があり 、養成講座を受講する意思のある人

内　 　 　 容 市民後見人の概要、役割、登録までの流れ

 養成講座の概要、受講要件、注意事項　 等

参　 加　 費 無料

申　 込　 み ５月1２日㈮までに次のいずれかの方法でお申込みください。

 ① 電話…下記申込先に電話連絡

 ② FAX…申込書を下記申込先まで送信

 ③ インターネット …次のU RL又はQRコード から必要事項を入力

 　 http s://on l.tw /7EChbU K

※講座受講を申し 込むためには、

事前説明会の参加が必須です。

受講希望の方は２ 回のう ち いず

れか一方に必ずご参加く ださ い。

※お申し 込み受付後、「 受付票」や「 受講票」などは送付しません。

　 説明会に参加された方のみ、養成講座の受講申込書をお渡しします。

※説明会の日程など詳細については、お問い合わせください。

「 成年後見制度」と は、認知症・ 知的障害・ 精神障害等により 判断すること が苦手な人が安心して自分らしく

生活していくために、その人の権利や財産を法律的に支援する制度です。

　 マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、マイナポイント アプリ またはマイナポータルアプリ を

スマート フォンまたはパソコン※へインスト ールし 、各アプリ から申し 込みをしてください。

　 アプリ に対応したスマート フォンやパソコンを所有していない方は、役場窓口やセブン銀行ＡＴ Ｍなどから申し

込みができます。申し 込みに必要なものは、マイナンバーカードと 利用者証明用パスワード（ ４ 桁）です。

※N FC（ 非接触のカ ードリ ーダー機能）搭載のスマート フォンまたはICカードリ ーダーを接続し たパソコ ンで対応し ているも の

　 マイナンバーカードを健康保険証として利用できると 主に以下のメリット がありますので、まだの方は、お早めの

手続きをおすすめします。

【 健康保険証利用のメ リット 】

①データ に基づく 診療・ 薬の処方が受けら れます。

　 〇過去の薬や特定健診等のデータが自動で共有されるため、口頭で説明する必要がありません。

　 〇医師等が過去のデータを参照して診察・ 薬の処方をでき、より 良い医療が受けられる可能性があります。

　 〇旅行先や災害時でも、薬などの医療情報が提供されやすくなります。

②薬や特定健診※の情報が、マイ ナポータ ルで一覧表示できます。

　 〇処方された薬の情報をいつでもマイナポータル上で見ること ができます。

　 〇特定健診などの知っておくべき自分の体の情報を、いつでもマイナポータルで確認できます。

　 ※特定健診情報と は

　 　 40歳～74歳までの方を対象に、メタボリックシンドロームに着目して行われる健診結果の情報です。

　 　 75歳以上の方については、後期高齢者健診情報を医師等が閲覧すること ができます。 

　 ※薬剤情報と は

　 　 医療機関を受診し 、薬局等で受け処方された薬の情報です。注射・ 点滴や入院中等の情報も含みます。　

　 　（ 過去に処方された薬の医薬品名、調剤年月日、成分名、用法、用量などの情報）

③「 限度額適用認定証」がなく ても 、限度額を超える支払いが免除さ れる場合があり ます。

　 〇限度額適用には事前申請が必要なため、認定まで一時的に高額な医療費を支払う 必要がありますが、健康

　 　 保険証の手続きがされたマイナンバーカード の提示により 限度額以上の支払いが先に免除される場合があ

　 　 ります。（ 医療機関によっては別の書類申請などが必要な場合があります）

③確定申告（ 医療費控除）が簡単になり ます。

　 〇医療費情報をマイナポータルで管理できます。医療費の領収書などの整理が不要になります。

　 〇マイナポータルとｅ -Tax間で情報の連携ができ、オンラインで完結できます。

マイ ナン バーカード の「 健康保険証」
利用について

【 マイナンバーカード に関する問合せ先】

税務住民課 戸籍住民室 ☎（ ５６）２２２２　 総合支所 窓口業務室 ☎（ ５８）７０７７

健康保険証は、2 0 24 年秋頃までに

マイナンバーカード へ一本化さ れる見込みです。

こ こ にも 、 一つの物語。

広報かわねほんちょ う 1 81 9
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